
 

 

 

 

 

 

 

  

【講演】 

公益財団法人日本ＡＥＤ財団 

理事 桐淵 博 氏 

＜演 題＞ 

「子どもたちの命を守るために」 

―ＡＳＵＫＡモデルと学校安全の質の向上― 



埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター研究員(前教授)
日本AED財団理事 / 元さいたま市教育委員会教育長

桐淵 博

子どもたちの命を守るために
～ 『ＡＳＵＫＡモデル』と学校安全の質の向上 ～
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平成２３年９月２９日 １６：０４頃

○市立小学校６年生の桐田明日香さんが、駅伝大会の課外練習中に倒れる。

○現場で指導していた教員等は「脈がある」「呼吸がある」ととらえ、心肺蘇生
及びAED装着は行っていない。

※痙攣が認められたが伝わっていない。

○到着した救急隊がＣＰＡ（心肺停止）である
ことを確認する。心肺蘇生を開始する。

平成２３年９月２９日 １６：１５

平成２３年９月２９日 １６：３７

平成２３年９月３０日 ２１：４８

○救急隊から医師に引き継ぐ。

○死亡を確認する。
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救命講習は受
けていたのに
なぜ救命処置
を行わなかっ
たのか！？



教職員対象の消防局員の指導によるAEDの使用を含む心肺蘇

生法の研修を開始 （普通救命講習Ⅰ）【以後継続】

普通救命講習Ⅰの受講を全教職員約5,000人が修了

【以後再講習推進】

平成１６年７月

平成１８年２月

平成１８年４月

厚生労働省医政局長通知（AEDの使用が一般人も可能となる）

AEDをすべての市立学校・消防署に設置

平成２０年４月

平成２０年５月

平成２１年３月

平成２３年９月 事 故

市教育委員会で市立学校に校外行事等用のAED貸出を開始（２０台）

市教育委員会で市立学校に訓練用AED等の貸出を開始（３台）
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市役所職員対象の普通救命講習Ⅰを開始、ＡＥＤをすべての市公共施設に設置

普通救命講習Ⅰの受講を市役所全職員約9,000人が修了

平成１８年１０月

平成２２年３月

さ
い
た
ま
市
は

進
ん
で
い
た
！



「体育活動時等における事故対応テキスト」～ASUKAモデル～ の発行

<再発防止策>
○応急処置に関する用品の配布（H24,3）
○「さいたま市立学校児童生徒事故等危機管理対応マニュアル

作成指針」の作成（H24,4）
○「保健学習におけるＡＥＤの使用を含む心肺蘇生法の指導の

手引き」の作成（H24,4）
○訓練用ＡＥＤの中・高等学校への配布(Ｈ24,5・7)
○各学校における水泳指導前のＡＥＤを含む心肺蘇生法の実習

の実施（H24,5・6）
○各学校の危機管理マニュアルの見直し改善（～Ｈ24,6)
○各学校のマニュアルに基づく実地訓練（～Ｈ24,7）
○教育委員会主催各種研修会の実施（危機管理対応研修会、救

急処置研修会、体育主任研修会 等）
○消防局主催「応急手当普及員講習会」受講の推進

平成２３年９月

さいたま市立小学校児童事故対応
検証委員会報告

平成２４年２月

平成２４年９月

今後の対応を提言

「体育活動時等における事故対応マニュアル作成プロジェクトチーム」設置
平成２４年４月

「さいたま市立小学校児童事故対応
検証委員会」設置

平成２３年１０月

「教育実践者レベル」の視点から、
対応のあり方を分析し、
教訓を明らかにする。
教員研修のためのテキスト

御遺族等の協力、アイムセイファーの手法

事 故

専門家の視点から、
事故対応を検証

司令センター員の
「口頭指導に
対応する
記録用紙」の活用

体育活動前後の
「ブリーフィング」
の徹底

「傷病者発生時に
おける判断・行動
チャート」の作成

重大事故発生時
携行機材等の
パッケージ化
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危機管理体制の強化
○ 「さいたま市立学校児童生徒事故等危機管理

対応マニュアル作成指針」の作成（平成24年４月）

・傷病者発生時の基本的な流れを示したチャート

・救急車の要請基準 ・事例別の対応例

○ 各学校のマニュアルに基づく「傷病者発見から

医療機関に引き継ぐまでの対応訓練」（～平成24年７月）

指導の充実
○ 「保健学習におけるＡＥＤの使用を含む心肺蘇

生法の指導の手引き」の作成 （平成24年4月）

○ 訓練用ＡＥＤの市立全中・高等学校への配備

（～平成24年7月）
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で
き
る
こ
と
は

ど
ん
ど
ん
や
ろ
う
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プレーヤー Y B E A G H D

ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ
11歳小６
女子

体育担当 学級担任 該当学年 養護教諭 養護教諭 該当学年教諭

心電図
小１・４の心電
図異常なし

事故に最初に
気付く

児童に付き添
う

中心的に児童
に関わる

保健室での
対応の中心

救急車要請 伴走

身長・体重 164.5ｃm 49ｋg 5年未満 20年以上 5年～10年 5年未満

既往症 肺炎（4歳） 230708 －
20以降の受講

記録無
20以降の受
講記録無

－ 2008年

健康状態 持病なし
応急手当普及
員（190829、再
22夏）

場所 状況 時間 反応 Yの状況
９／２９

朝 女児Yはいつもと変
わらず元気に登校
する

8:30 女児Ｙは朝の健康
観察で教諭Ｅに「風
邪気味」と報告（４
日連続）

教諭Ｅは朝の健康
観察で女児Ｙから
「かぜ気味」と報告
を受ける（４日連
続）

E 教諭Ｂは教諭Ｅの
依頼で保健室へ
走る

教諭Ｅが教諭Ｂと
実習生Ｆに保健室
に連絡するように
依頼

ADE 教諭Ａが女児Ｙに
駆け寄る

教諭Ｄが女児Ｙに
駆け寄る

養教Ｇは実習生
Fから「子どもが
倒れた」と聞く

養教Hは実習
生Fから「子供
が倒れた」と聞
く

ADE

養教Ｇが実習生
Ｆに担架を持っ
ていくように依頼

反応なし
（A呼掛
け、肩叩）

（教諭Ａ証言）横
を向いていた
（児童ＴＥＬ聞き取
り証言）ぐったりし
ていて動かな
かった

女児Ｙは教諭Ａの
呼び掛けと肩をた
たくのに反応しない

教諭Ａは女児Ｙに
肩をたたきながら
呼びかけを行う
（反応なし）

   　○この時系列事象関連図は、メディカルセイファーの手法により作成したものである。　　                           ○プレーヤーのアルファベットは、「検証委員会報告」のものをそのまま採用している。

　   ○プレーヤーの順序は、今回の事故対応における関係者の関わりの程度を考慮して配置したものである。　　           ○女児は、アルファベット順で後半の文字である「Ｙ」と設定した。

　

主なプレーヤー

一人が5年未満、一人が２０年以上

凡例

　　　　　　　：やりとり（指示、報告の流れ）
　　　　　　　：受動的情報（目に入った、聞こえたなど）
　　　　　　　：協働作業

　時系列事象関連図　時系列事象関連図

事故の構造を分析するために開発された手法
時系列事
象関連図
の作成

問題点の
抽出

背後要因
推定

対策の
列挙

対策の
決定

対策の
実施

対策の
評価

時系列事象関連図の作成 ＰＴ（プロジェクトチーム）会議の様子

ImSAFER(Improvement for medical System by Analyzing Fault root in  human ERror incident)

手順の概要
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「児童死亡事故再発防止に向けた事故対応分析報告」の内容
１ 分析の経過 ５ 意見

２ ＰＴが分析の基礎とした内容 ６ 事故後にさいたま市教育

３ ＰＴが分析した事故の要因 委員会が取り組んだ方策

４ ＡＥＤの使用を含む心肺蘇生法が行われなかった原因 ７ 資料



・自治医科大学メディカルシミュレーションセンターセンター長 医療安全学教授

河野 龍太郎 氏

・峯小児科院長、日本小児科医会理事、岩槻医師会会長 峯 真人 氏

・東京都済生会中央病院心臓病臨床研究センター長 三田村 秀雄 氏

・京都大学環境安全保健機構附属健康科学センター講師 石見 拓 氏

・国士舘大学体育学部スポーツ医科学科教授 田中 秀治 氏

本テキストの作成にかかわる指導者

ＡＥＤの使用を含む心肺蘇生法の実習に関する指導者
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（現京都大学環境安全保健機構教授）

（現国家公務員共済組合連合会立川病院長）

肩書は当時のもの



＜緊急時の判断・対応能力の問題＞

①痙攣や死戦期呼吸は心停止のサインであることを知らなかった。

②熟達した医療従事者以外は脈をとるべきではないことを知らな

かった。

③AEDは脈を診断する。直ちに使うべきであることを知らなかった。

＜学校の危機管理体制の問題＞

④「子どもが倒れた！」という想定訓練をしていなかった。

⑤養護教諭に頼りすぎていた。

＜教職員の危機意識の問題＞

⑥元気な子でも突然死に至ることが想像できなかった。

⑦「正常性バイアス」、「多数派同調バイアス」が生じた。

明日香さんの事故の教訓

養護教諭も
判断できなかった。

〇教わっていたのはガイド
ライン2005「A,B,C」だった。

〇昔は「脈をとれ」だった。

〇講習はスキル中心。
突然死の実態を知らな
い。

〇リアリティが不足。
「他人事」と思っている。

〇自信の形成が不十分。

〇大学では教わらず「専
門外」という意識が強い。

救命のアルゴリズムは進化する
医学研究の成果を生かす環境と教育体
制の整備が必要

スキルとマインド
の両方が大切

〇医学教育が不足。
〇最新の知識が与

えられていない。
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II 体育活動時等における重大事故の未然防止

(1)指導開始前のブリーフィング

(2)指導終了後のブリーフィング

III 重大事故発生時における対応

(1)第一発見者としての対応

(2)応援者としての対応

IV 事故発生後の対応

さいたま市ＨＰ
から
ダウンロード可
能！

I  日常における重大事故の未然防止

(1)教職員等の危機管理に関する意識や資質の向上

(2)危機管理体制の整備

（3）自己の健康管理に関する指導」



【傷病者発生時における判断・行動チャート】

反応や普段通りの呼吸があるか

「わからない」場合は

「なし」として次の行動に進

む 10

G2015では
100～120回
に改訂
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【傷病者発生時における判断・行動チャート】（つづき）



ＡＳＵＫＡモデルを活用した「傷病者発生時対応訓練」
（H28年度 さいたま市立小学校）



I  日常における重大事故の未然防止
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○体育活動時等における重大事故

対応シミュレーション訓練の実施
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学校へのＢＬＳ教育の導入 （保健学習のカリキュラムへの位置づけ）

全ての市立中・高等学校において、１年生の保健学習等で、ＡＥＤ
の使用を含む心肺蘇生法の実習を行う。

中
・高
等
学
校 ⇒心肺停止に陥った人に対し、ＡＥＤを含む応急手当を行うことができる。

小

学

校

ＡＥＤの機能や設置場所について理解させ、緊急時には近くの大人に伝えるなど、手伝うことができる。

全ての市立小学校において、５・６
年生の保健学習等で、ＡＥＤの使用を
含む心肺蘇生法の実習を行う。

「ＡＳＵＫＡモデル実
践校」を10校（市内１０
区に各１校）研究委嘱し
、小学校５・６年生の保
健学習等で、心肺蘇生法
の効果的な指導法の研究
を実施する。

※「ＡＳＵＫＡモデル実践校」での
実践をもとに、年間指導計画に位置
付け、計画的・系統的に学習する。

※小学校の学習では「心
肺蘇生トレーニングキッ
ト」を使った実習を行う。

※実習なし

保健学習にお
いて、けがなど
の簡単な手当や
１１９番通報の
練習などを行う
。

胸骨圧迫を行うことができる。

「保健学習におけるAEDの使用を含
む心肺蘇生法の指導の手引（平成24
年４月作成）」を改訂



校種・学年 関連する教科・領域、単元・実施時間 必ず取り扱う学習内容

小学校第５学年
○体育科 Ｇ保健
（２）けがの防止
イ けがの手当

小学校第６学年
○体育科 Ｇ保健
（３）病気の予防
オ 地域の様々な保健活動の取組

中学校第１学年
○保健体育科（保健分野）
（１）「心身の機能の発達と心の健康」
ア 身体機能の発達（器官の発育、機能の発達）

・前学年と同様

中学校第２学年
○保健体育科（保健分野）
（３）「傷害の防止」
エ 応急手当（心肺蘇生等）

・前学年と同様

中学校第３学年
○保健体育科（保健分野）
（４）健康な生活と疾病の予防
カ 個人の健康を守る社会の取組

・前学年と同様

高等学校入学年次
○保健体育（保健科目）
（１）「現代社会と健康」
オ 応急手当（ウ）心肺蘇生法

・ＡＥＤの使用を含む
心肺蘇生法の行い方

その次の年次以降
○保健体育（保健科目）
（２）「生涯を通じる健康」
ウ 様々な保健活動や健康

・前学年と同様

・ＡＥＤの機能や設置場所
等についての理解

・緊急時の対応の仕方
・胸骨圧迫の行い方

繰
り
返
し
学
習
す
る
こ
と
で
、
知
識
と
技
能
の
定
着
を
図
る

1単位時間以上

1単位時間以上

1単位時間以上

1単位時間以上

学校の実態に応じ
て実施に努める

学校の実態に応じ
て実施に努める

学校の実態に応じ
て実施に努める



子どもたちの感想

・繰り返し練習して、
命を救える人に
なりたい。

・ＡＥＤは、音声に従って
操作することができると
わかった。

・大切な命をまもるために、自分にも
できることがあるとわかった。

さいたま市内の
小学校の授業の様子



17



ＡＳＵＫＡモデルに関連した取組

「教員研修の充実」～消防局の協力のもと～

普通救命講習Ⅰ

全ての教職員が３年に１回受講する。
平成２６年度からは、原則、各学校に

おいて、応急手当普及員有資格者が実施
することとしている。

応急手当普及員講習

全ての市立学校において、１名以上の
応急手当普及員が在籍している。

さいたま市では、
教員が救命実習を指導する
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○危機管理体制の整備

写真データ提供：京都大学環境安全保健機構附属健康科学センター 石見 拓教授

保健室入口の救急車用スペース

保健室から校庭を望む

重大事故発生時携行機材等
のパッケージ化

口頭指導に対応する記録用紙



教職員への周知

• 校長、養護教諭等を対象とする研修会の実施

• 学校訪問時に危機管理体制についての指導助言

全国に発信 ⇒ 世界に発信

• 各都道府県、指定都市、県内各教育委員会に配付（平成24年９月）

• 文部科学省健康教育青少年主管課長会議で説明（平成24年９月）

• 指定都市教育委員・教育長協議会で説明（平成25年１月）

• 台湾ＰＡＤ視察団を受け入れ説明（平成25年5月）

• 日本臨床救急医学会総会・学術集会にて説明（平成25年7月）

• シンガポールＰＡＤ視察団を受け入れ説明（平成25年10月）
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ＡＳＵＫＡモデルに関連した取組

「ＡＳＵＫＡモデルの普及・啓発」

参加型の研修や訓練を実施しやすくするために、
平成26年１月には、医学的なデータなどを盛り込んだ
「体育活動時等における事故対応テキスト～ＡＳＵＫＡ
モデル～〔研修用資料付〕」を、平成27年３月には、
「体育活動時等における事故対応テキスト～ＡＳＵＫＡ
モデル～」ＤＶＤを作製した。



ASUKAモデルの解説書の作成

「体育活動時等における事故対応テキスト

～ＡＳＵＫＡモデル～解説〔研修用資料付〕」の作成
（平成２６年１月３１日）

・市立学校長に配付・説明

（平成26年1月）

・文部科学省、厚生労働省、都道府

県・指定都市教育委員会等に配付

（平成26年2月） 22
※心肺蘇生法実習の学習指導案や参考資料も添付

≪目的≫ 各学校での研修内容の平準化を図るため。

※解説書に沿っ

たスライド資料

「研修用資料」

を添付



ASUKAモデル研修用DVDを作成 平成27年3月31日

23



「判断に迷ったらＡＥＤをつける」
という意識の醸成

ＡＥＤ使用件数 ３９件

うち
児童対象 １１件

生徒対象 １７件

その他対象 １１件

うち
通電あり ５件

通電なし ３４件

※電極パッド装着をＡＥＤ使用とみなしている。

○児童生徒に使用した2８件
のうち、通電ありは０
件、救命は全2８件。

○その他対象に使用した1１
件中通電ありは５件、う
ち救命４件、1件不明。
※通電なしで救命2件

（平成２８年１２月1日時点）

さいたま市の教育施設等におけるＡＥＤ使用件数

0

5

10

15

20

25

30

35

40

事故前

（5年半）

事故後

3

39

事故後

事故後

明日香ちゃんは救えな
かった。
でも、明日香ちゃんのお
かげで救われた人が何人
もいる！



＜救命処置の遅れ＞
〇養護教諭の到着をひたすら待つ
〇校長など「責任者」の到着を待つ
〇とりあえず担架で運ぼうとする

25

明日香さんの事故の教訓 「判断・対応に影響すると思われる諸点」の背景にあるもの

＜「知らない」ということ＞
〇学校内死亡事故の死因の第1位は突然

死であることを知らない

〇その場での秒を争う対応が必要であるこ

とを知らない

〇実例を具体的に知らない

〇大学では教わらない

〇「素人が手を出したら悪化させる」と恐れる

〇講習内容は「他人事」と思ってしまう



突然死の定義

WHO（世界保健機関）：発症から24時間以内の予期せぬ内因性(病)死

JSC（日本スポーツ振興センター）：災害共済給付制度上、 通常は発症

から２４時間以内に死亡したものとするが、救急医療の進歩もあり、意

識不明等のまま発症から相当期間を経て死亡に至ったものを含む。

・災害共済給付審査委員会により判定

・原因により、心臓系、中枢神経系、大血管系その他 に制度上の分類

『学校における突然死予防必携-改訂版-』(H23日本スポーツ振興センター)

ただし、
BLS(心肺蘇生やAEDなどの一次救命処置)は溺水や窒息、

アナフィラキシーショック、外傷性（交通事故等）ショックなどの場合も必要。
反応がない、呼吸がないかわからない場合は直ちに実施！

注！



交通事故

46%

突然死

35%

スポーツ外

傷

5%

転落・転倒

3%

溺水

3%

熱中症

3%

自然災害

2%

その他

3%

交通事故

38%

自然災害

25%

突然死

21%

溺水

6%

転落・転倒

5%

犯罪被害

3%
その他

2%

学校管理下の死亡事故－H11年度～H24年度の累計－

小学校

578件 突然死

47%

交通事故

32%

転落・転倒

6%

スポーツ外傷

4%

溺水

2%

熱中症

3%

物体と衝突

3%

その他

3%

高等学校

907件

突然死

65%
窒息

15%

交通事故

10%

その他

10% 特別支援学校
100件

日本スポーツ振興
センター資料より

中学校

430件
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学校管理下の突然死
スポーツ振興センター「学校における突然死予防必携」
（H24改訂版）より



日本スポーツ振興センター資料から見る年度別推移

学校管理下の死亡事故と突然死
（小、中、高、高専、特支、幼、保死亡見舞金給付対象事例数）

（H21～H30年度）

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 計 割合
管理下死亡数
総計

68 74 82 48 63 51 63 47 57 74 627

その他頭部外傷、窒息死、内臓損傷等 29 35 44 21 40 26 33 28 32 49 337
突然死 39 39 38 27 23 25 30 19 25 25 290 46%

突然死の主な
内訳

a.体育・保健体育の授業 5 7 10 2 1 4 3 3 1 4 40 14%
b.体育的行事 3 1 0 1 1 1 3 0 0 2 12 4%
c.運動部活動、課外運動活動 8 13 10 5 11 6 5 6 9 5 78 27%
d.遠足・修学旅行等 0 1 1 3 1 2 3 0 2 3 16 6%
e.休憩時間中 7 3 3 4 1 4 5 0 3 2 32 11%
f.登下校中 3 5 2 2 2 2 5 3 4 4 32 11%
g.保育中（SIDS等） 6 4 3 2 3 1 1 2 3 2 27 9%
h.寄宿舎内 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 9 3%
i.その他 7 3 6 5 2 4 5 5 3 3 43 15%

うち運動関
連

a+b+c 16 21 20 8 13 11 11 9 10 11 130 45%

その割合 a+b+c/突然死 41% 54% 53% 30% 57% 44% 37% 47% 40% 44% 45%



学校管理下の死亡事故と突然死
（小、中、高、高専、特支、幼、保 死亡見舞金給付対象事例数）

H21～H30年度

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 計 割合

小学校
管理下死亡数総計 12 11 13 13 8 8 9 12 8 13 107

突然死 10 3 6 9 2 5 4 7 3 6 55 51%

中学校
管理下死亡数総計 13 26 27 8 27 22 22 12 16 26 199

突然死 4 14 11 4 11 9 7 1 8 6 75 38%

高校・高専
管理下死亡数総計 31 27 32 17 20 11 23 19 25 28 233

突然死 15 15 14 8 6 6 12 9 7 9 101 43%

特別支援
学校

管理下死亡数総計 5 5 5 4 4 6 6 2 5 2 44

突然死 4 3 3 4 1 4 6 0 4 2 31 70%

幼稚園 ・
保育所

管理下死亡数総計 7 5 5 6 4 4 3 2 3 5 44

突然死 6 4 4 2 3 1 1 2 3 2 28 64%

計
管理下死亡数総計 68 74 82 48 63 51 63 47 57 74 627

突然死 39 39 38 27 23 25 30 19 25 25 290 46%

日本スポーツ振興センター資料から見る年度別推移



学校における死亡事例の推移
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Annual total Sudden death Head injury

Drowning Heatstroke Choke

Organ/Spine injury Others

日本大学医学部鮎沢衛氏資料：日本安全教育学会第60回東京大会シンポジウム⑤ 「突然死の予防とＡＳＵＫＡモデル」(桐淵が一部追加等改変）

S53学校保健
法一部改正

H7心電図検査
義務化

H16 AED
使用可

H21学校保健
安全法施行

「学校における
突然死ゼロ」は
夢ではない！



BLSに関する教職員アンケート

A: 研修会参加教員

• H28.8月～H31R1.8月

• 会場配布

• 講演前・後に記入、回収

• 全国47会場（県域、地域、校内
研修など）

• 有効回答 6334

B: さいたま市立学校教員

• H30.7月実施

• 学校配布・回収

• 講演なし

• 市立小・中・高・特計167校

• 有効回答 3026

Aの講演前アンケートとBのアンケートに共通項目あり、比較可能と判断
※教員には校長含む



できる, 183, 
75%

不安(できるかどう

かわからない）, …

できない, 0, 0%

救命活動ができるか(さいたま市管理職） N=243

目の前で人が倒れた時心肺蘇生やAEDで救命活動ができるか BLSに関する教職員アンケート

できる, 128, 84%

不安(できるかどう

かわからない）, 24, 
16%

できない, 0, 
0%

救命活動ができるか(さいたま市養護教諭) N=152

できる, 706, 
50%

不安(できる

かどうかわ

からない）, 
690, 49%

できない, 6, 1%

救命活動ができるか（市外管理職） N=1410

できる, 697, 
56%

不安(できるかどうか

わからない）, 556, 
44%

できない, 0, 0%

救命活動ができるか（市外養護教諭） N=1260

市外研修会参加教職員 n=6334 さいたま市立学校教員 n=3026



目の前で人が倒れた時心肺蘇生やAEDで救命活動ができるか BLSに関する教職員アンケート

市外研修会参加教職員 n=6334 さいたま市立学校教員 n=3026

できる, 355, 
40%不安(できる

かどうかわ

からない）, 
534, 59%

できない, 8, 1%

救命活動ができるか（市外保健主事・安全担当）
N=898

できる, 122, 
48%

不安(できる

かどうかわ

からない）, 
132, 51%

できない, 2, 1%

救命活動ができるか(さいたま市保健主事・安全担当）
N=258

できる, 950, 
35%

不安(できるかどうかわ

からない）, 1735, 64%

できない, 26, 1%

救命活動ができるか（市外その他教職員）N=2724

できる, 977, 
42%

不安(できるかどうかわか

らない）, 1348, 58%

できない, 10, 0%

救命活動ができるか(さいたま市その他教員） N=2351



AEDの使用法を含む救命講習を何回受けたか BLSに関する教職員アンケート

市外研修会参加教職員 n=6334 さいたま市立学校教員 n=3026

１０回以上, 182, 75%

5～10回未満,
55, 23%

5回未満, 6, 2% 受けたことない, 0, 0%

受講回数（さいたま市管理職） N=243

10回以上, 
632, 45%5～10回未

満, 539, 38%

5回未満, 235, 17% 受けたことない, 2, 0%

受講回数（市外管理職） N=1410

１０回以上, 116, 76%

5～10回未満, 31, 
21%

5回未満, 5, 3% 受けたことない, 0, 0%

受講回数（さいたま市養護教諭) N=152

10回以上, 
728, 58%

5～10回未

満, 431, 34%

5回未満, 97, 8% 受けたことない, 0, 0%

受講回数（市外養護教諭） N=1260



市外研修会参加教職員 n=6334 さいたま市立学校教員 n=3026

１０回以上, 
124, 48%5～10回未満, 

104, 41%

5回未満, 29, 11% 受けたことない, 0, 0%

受講回数（さいたま市保健主事・安全担当） N=258

10回以上, 
276, 31%

5～10回未

満, 405, 45%

5回未満, 
213, 24%

受けたことない, 2, 0%

受講回数（市外保健主事・安全担当） N=898

１０回以上, 
1037, 44%

5～10回未満, 
879, 38%

5回未満, 418, 18% 受けたことない, 6, 0%

受講回数（さいたま市その他教員） N=2351

10回以上, 
733, 27%

5～10回未

満, 1293, 
47%

5回未満, 
675, 25%

受けたことない, 18, 1%

受講回数（市外その他教職員）N=2724

AEDの使用法を含む救命講習を何回受けたか BLSに関する教職員アンケート
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BLSに関する教職員アンケート

さいたま市外の教員



BLSに関する教職員アンケート

講演前後の自信変化の理由（さいたま市外の教職員）
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講演前後の自信変化の理由（市外教職員）n=6334



学校事故対応に関する指針（平成２８年３月文科省初等中等教育局）⇒文科省HP公開

「研修の例」として

・ ＡＥＤの使用、心肺蘇生法などの応急手当に関する知

識技能の向上

・ エピペンⓇの使用法を含むアレルギーへの対応に関する

こと

「事故発生直後の取組」として

（１）応急手当の実施

○ 事故発生時に優先すべきことは，事故にあった児童生

徒等（以下「被害児童生徒等」という。）の生命と健康

である。

○ 事故が発生した場合まずは被害児童生徒等の医学的対

応（応急手当）を行うには，第一発見者は，被害児童生

徒等の症状を確認し，近くにいる管理職や教職員，児童

生徒等に応援の要請を行うとともに，被害児童生徒等の

症状に応じて，速やかに止血，心肺蘇生などの応急手当

を行い，症状が重篤にならないようにする（【参考資料

３】参照）。

• 救命処置が秒を争うことである点を理解し，行動す
る。

• 管理職への報告よりも救命処置を優先させる。

• 意識や呼吸の有無が「分からない」場合は，呼吸と思

えた状況が死戦期呼吸である可能性にも留意して，意

識や 呼吸がない場合と同様の対応とし，速やかに心

肺蘇生と AED 装着を実施する（【参考資料３】参

照）。

• 救急車を手配するために119 番通報をすると，消防

の通信司令員から電話口で指示や指導が受けられるた

め，心停止かどうかの判断に迷ったり，胸骨圧迫のや

り方などが分からない場合は，119 番通報した際に

電話を切らずに指示を仰ぐ。

39

「管理職の許可で119番」
は直ちに是正を！



学校EAP(Emergency Action Plan)作成 2019.12.13公表 AED財団HPダウンロード可能
https://aed-
zaidan.jp/download.html

AED財団、臨床救急医学会共同で作成

救命活動は

・すぐにやる！

・だれもがやる！

・みんなでやる！



名札ケースに入れるアクションカード
（さいたま市立学校の例）
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小学生向け
テキスト

・授業で使う
・アンケート

に回答
を条件に

日本AED財
団HPから申
し込み

無償で児童
数提供しま
す。

小学生用 救命教育副読本の配布

ダウンロード
も可能です



①H27.2.27NHK「ほっとイブニング」 「生活情報ブログ」 ②H28.5.23埼玉新聞 ③H29.11.30NHKニュース

(東海)、H29.6.9地域情報紙「タウンニュース」 ④H30.3.21琉球新報(YAHOOニュース)

⑤H30.7.5 TOKYO MX NEWS（H30.7.27NHK NEWS WEB) ⑥H30.11.14神戸新聞

⑩R1.12.10東京新聞Web ⑪R2.9.24東京新聞Web ⑫R2.11.10朝日新聞DIGITAL

学校での救命教育が命を救う
①H27.1月山口県萩市駅伝大会で中学校３年生が６０代男性の救命に活躍(ASUKAモデル！)

②H28.3月埼玉県私立高校バスケ部活中の生徒を教師・生徒連携して救命

③H29.4月川崎市中学校3年生が自宅で倒れた父親を救命

④H30.1月沖縄県高校で長距離走で倒れた生徒を生徒・教師連携して救命(ASUKAモデル！)

⑤H30.6月東京江戸川区の飲食店で小学生親子二組がAEDリレーで市民を救命

⑥H30.10月兵庫県赤穂市中学校3年生が作業中に転落、意識不明になった50代男性を救命

⑦H28.11月埼玉県上尾市で体育授業中の中学校3年生を教師・生徒連携で救命(ASUKAモデル！)

⑧H30.11月埼玉県上尾市で体育授業中の小学校6年生を救命(ASUKAモデル！市内２例目)

⑨R1.8.22教員免許更新講習会場で救命された本人から報告がありました(ASUKAモデル！)

⑩R1.7.30横須賀市の小学校5年生が自宅で倒れた父親を救命

⑪R2.7.19埼玉県立高校サッカー部で生徒が突然倒れ、部員、マネージャー30人と顧問連携して救命

⑫R2.9.24宮崎市小学校給食後に倒れた児童を教諭・児童の連携で救命
43



子どもには“重すぎる”
のでは？

自分自身の救命活動への「不安」

「怖い」のは、一人でやろうとするから

みんなでやれば怖くない！

「子どもにやらせる」 ためではなく

大人も子どもも

「みんなでやろう！」
と教えましょう

子どもを守
れる学校は

家族も
お友達も

先生たちも
守ります



学校事故への基本的な態度

１ 預かったお子さんをそのままの姿で家庭に帰すのが、学校の最低限かつ
最大の責務

⇒それができなかった時、心からの謝罪が必要
⇒お返しする時に、わずかであっても「成長」というお土産を持た

せたいと思うことが教員の願い

２ 隠さない。誠実に対応する。被害者に寄り添う
⇒情報の共有。親と一緒に考える

３ 道義的責任と法的責任は別
⇒トラブルのほとんどは事故後の学校等の姿勢から

責任追及を恐れて謝罪の言葉を口にしないのは誤り
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